
 

○川根本町野生鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱 

平成21年６月12日 

告示第86号 

改正 平成24年３月30日告示第69号 

平成25年３月29日告示第44号 

平成26年３月31日告示第27号 

平成27年３月31日告示第82号 

平成29年２月８日告示第23号 

令和２年３月１日告示第31号 

令和３年４月１日告示第37号 

令和５年３月31日告示第70号 

第１ 趣旨 

町長は、野生鳥獣による農林水産物への被害を防止し、農林水産業の振興

を図るため、野生鳥獣被害防止対策事業を実施する者に対し、予算の範囲内

において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金

等交付規則（平成17年川根本町規則第39号）及びこの告示の定めるところに

よる。 

第２ 定義 

この告示において「野生鳥獣被害防止対策事業」とは、川根本町に住所を

有する者が、野生鳥獣による農林水産物の被害を防止するため、次の対象行

為を行うことをいう。 

区分 対象行為 

防除設備 町内の農地、山林又は養殖場の面積が50平方メートル以上

の防除設備（電気柵、防護柵又は防除器具）の設置 

捕獲用わな 有害鳥獣捕獲のための捕獲用わなの購入等 

第３ 補助の対象及び補助率（額） 

補助の対象及び補助率（額）は、次のとおりとする。 



 

区分 補助の対象 補助率（額） 

防除設備 防除設備及びその設置に必

要な原材料の経費 

ただし、補助金の申請は1

世帯当たり1回限りとす

る。 

2分の1以内とし、10万円を限度と

する。 

（算出した額に1,000円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた

額） 

捕獲用わな 川根本町猟友会員が有害鳥

獣捕獲事業で使用する捕獲

用わな（10個まで）の経費 

ただし、補助金の申請は猟

友会員1人当たり1年度1回

限りとする。 

10分の8以内とし、10万円を限度と

する。 

（算出した額に1,000円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた

額） 

第４ 交付の申請 

(1) 提出書類 各１部 

ア 交付申請書（防除設備の場合は様式第１号、捕獲用わなの場合は様式

第１―１号） 

イ 見積書の写し（捕獲用わなの場合はカタログ又は設計図面を添付する

こと。） 

ウ 防除設備設置前の現況写真 

エ 防除設備の設置予定場所の位置図 

(2) 提出時期 

別に定める日まで 

第５ 交付の条件 

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。 

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認

を受けなければならない。 

ア 補助事業の内容を変更しようとする場合 



 

イ 補助事業を中止しようとする場合 

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難

となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなけれ

ばならない。 

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並び

にこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管し

なければならない。 

第６ 変更の承認申請 

提出書類 各１部 

ア 変更承認申請書（様式第２号） 

イ 見積書の写し（捕獲用わなの場合はカタログ又は設計図面を添付する

こと。） 

ウ 防除設備設置前の現況写真 

エ 防除設備の設置予定場所の位置図 

第７ 実績報告 

(1) 提出書類 各１部 

ア 実績報告書（防除設備の場合は様式第３号、捕獲用わなの場合は様式

第３―１号） 

イ 領収書の写し 

ウ 防除設備設置後の現況写真又は捕獲用わなの写真 

(2) 提出期限 

事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定の

あった日の属する年度の翌年度の４月５日のいずれか早い日まで 

第８ 請求の手続 

(1) 提出書類 １部 

請求書（様式第４号） 

(2) 提出時期 



 

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで 

附 則 

（施行期日等） 

１ この告示は、公示の日から施行し、平成21年度から平成23年度分までの補

助金に適用する。 

（適用期間の更新） 

２ この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。 

附 則（平成24年３月30日告示第69号） 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日告示第44号） 

この告示は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日告示第27号） 

改正 平成27年３月31日告示第82号 

（施行期日等） 

１ この告示は、平成26年４月１日から施行し、平成26年度分の補助金に適用

する。 

（適用期間の更新） 

２ この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。 

附 則（平成27年３月31日告示第82号） 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年２月８日告示第23号） 

改正 令和２年３月１日告示第31号 

（施行期日等） 

１ この告示は、平成29年４月１日から施行し、平成29年度から平成31年度ま

での分の補助金に適用する。 

（適用期間の更新） 

２ 前項による改正後の川根本町野生鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱



 

の規定は、令和２年度から令和４年度までの分の補助金に適用する。 

附 則（令和２年３月１日告示第31号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日告示第37号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日告示第70号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度から令和７年度まで

の分の補助金に適用する。 

 


